
【受領委任申出]療養費適正強化講首会開催報告 2018.07.30 

7月30日に森ノ宮医療学園にて療養貫通正強化護翠会が筒催されました。

受領委任申出について以下の還りまとめましたのでご参索ください。

申請用紙については当ザイ卜盗塁釜五二三にてダウンロー ドできます。

なお、 串語蓄のとりまとめ及び送何先lま 『鍾各B&倉健全大阪lとなります。

大録会事務局ではありまゼんのでご注意履います。

一*ー*ー*一刻k-

号吾舗香辛干申出申請書語1;::つL¥T

この件{についての間合ぜ、申請書送付先は『錫灸保険協会大阪』へお願いします。

干530叫0037 大阪市北区総ケ綬町6・6 録灸保験協会大阪電話 :06・6356・2530

また、近畿厚生局のウェブザイ卜

t主η師、素地:=;踊>>rJ:あん慶・マ叩サーヲ .穏仔師の縮緬1;::係る癒着亘書(])号舗季仔1;::闘する申出ペ一三F

をご多照ください。

l 受領委任牢し出の全ての場合に 「確約書jと 「療養震の受領委任の取扱いに係る$出 (施術所の申

出)J力九必要。施術管理者が免許毎に居る場合は、全員が提出します。

1.{i毒約書 {様式第1塁)

2 . 窓蓉習の号錆毒事仔のE官級い(;::係~申出{締結両の申出) (穫守言語2暑 )

- 自力均三自由等の理由により施術管理者が記載困難な場合、信考調に代理記入の理由及び代理



記入者の氏名を記差し代理記入可能です。

・出張専業施術者{ま自らを施術室1里者として申し出ると共{こ、待機する一つの拠宗(出発の王室

点であり、自宅の住所}が施術所と見なされます。

1.開設省と施術管理者が異なる場合I立、併ぜて [施術雪理者選任等証明Jが必要 です。

1. (関Z没者対向司人の混合】緩ぜ篇1号 σ)2

2. (開設者対尚喜入害事の援会)様式第1暑の3

1.施術管理者以外に施術者がいる場合は、係官て 『療養買の受領委任の取扱いに係る申出{同意書)Jが

必要です。

1.塗孟室三呈O2

1.例外的に複数の施術所の施術雪理者となる場合に 「勤務形態確認票Jを提出します。

-施術管理者が他の施術所の施術管理者 {出張零門施術者の場合を含む)である察合、又は施術

管理者 {出張専門施術者)が他の施術所の施術管理者である場合もしくは他の施術所で勤務し

ている場合Iζ提出力也、妻です。

・各施術所における施術時間の重複は不可。

2.塗孟差主呈m

1.その他の添付書類は、下記のとおりです。

1.蹄街再開設眉安l土奪事屈の 宝 (，

-保健所への届出事項 (開設者の氏名及び住所、施術所の名称及び場所、業務の種類、業務に

従事する施術者の氏名)の変更が必要な場合は、保健所へ変更の届出を行った上で、当該施

幸f，i所変更居の写しを添付してください。



1.急註誌@豆iL(勤務する施術者を含む)

※免許の発行事請中である場合、登録済証明書でも差し支えありまぜん。

※ 厚生労働大臣免許保有誌の写しでち差し支えありま官ん。

※本籍地、 名字の変更有る場合は東洋療法研修誌説明固で再発行する。

1.盆塁塁 (施術管理者が出雲専門施術者の混合)

く施術管理蓄について>

。施術審理者とは、定められた手続きで届出を行い、承諾を受付て、療養賓の請求事務を行う施術者を雲

います。

C施針iIPJiの開設者を受領委任の旋術管1霊者とします。

{ただし、 関設者が施術者でない混合、開設者である施術者カ功笛f.i所で箆術を行わない場合、または、

調設者である施術者力寝Eに他の旋術所でnlE術室還者の申出を行っている場合{孟、 当該施針iIPJiに勤務する施

術者の中から関設者力、霊任した者を施都道理者とします)

。受領委任の申出を行えるのは、 自らカt保有している免許に係る駒f.iについてのみです。(例 はり部 ・

きゅう訴の免許のみの施術者は、 あん摩マッヲージf重圧についての申出は出来まゼん。)

01つの旋術所で、{まり、 きゅう またはあん摩マッサージ指圧の施衡について、それぞれの免許毎に施

術管理者を墨くことは可能です。その場合、 lつの免許 (例えば、はり師免許)に複数の施術管理者を置

くことはできまゼん。施術所に複数の施t車道理者を置く尊重合は、各施術管理者カt取り扱う施術について受

領委任の申出を行います@

(例 開設者が、はり富市・きゅう宮市のみの免許を持ち、従業員があん摩マッサージ指圧師の免許を持って

いる場合、はり ・きゅうについては開設者が、 マヅザーツについては従業員力ヤ受領委任の申出を行い、施

術管理者となります。)

C施術室理者は、同一人が複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められまぜん。

<指導 ・監査 ・罰則について>

。受領委任契約では、 関設者、経術管1霊者、勤務する施術者に国や都道府県が必要に応じて指導又は霊査

を行います。

。開設者[立、施針ij管理者及び勤務する施術者を適切に監督する義務を負うとちに、 これらの者と同等の震

任を負うちのとされています。

C複数の施術管理者を配置する施術所について受領委任の取扱いを中止(中止相当を含む)となる場合、

当該施術所のはり、きゅう及びあん摩マvサージ指圧すべての縫術について受領委任の取扱いが中止とな

ります。(マッザージの施右持管理者カ~--t手事を起こした場合でち、 {まり ・ きゅうの施術管理者にち同等の

嚢任力寝ゼられます。)




